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Ⅰ はじめに                                

 

１ 事業の目的と内容                           

   中山間地域農業直接支払事業は、耕作放棄地の増加等により多面的機能の低

下が特に懸念されている中山間地域等において、適切な農業生産活動等が継続

されるよう農業生産条件の不利を補正するための支援として平成12年度に創

設された。（第１期対策） 
   平成17年度からは、新たな対策として多面的機能の維持・増進を一層図る

ため、生産性の向上や集落営農化のための活動など、各集落の将来に向けた自

律的かつ継続的な農業生産活動ができるような積極的な取組を促す仕組みに

改善され現在に至っている。（第２期対策） 
   なお、本事業は、本県が今年度策定した食と農業・農村振興計画においても、

中山間地域の振興に係る重要施策と位置付けている。 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
事業の概要 

急傾斜 緩傾斜 その他

畑

草　　　地

採草放牧地

１５度以上
(27/100以上)

８度以上１５度未満
(14/100以上27/100未満)

(急傾斜農用地と連担する農用地)

田 １／20以上
自然条件により小区
画･不整形な田

 1/100以上1/20未満
(急傾斜農用地と連担する農用地)

区　　分
対象農用地の基準

　次の基準を満たす、農振農用地区域内の１ｈａ以上の一団の農用地
◆対象農用地の基準

第１期対策（Ｈ１２～１６）

第１期対策の実績

　◇面　 積　１０，６５５ｈａ（Ｈ１６）

　◇交付金　８，７７９，８６９千円（累計)

【主な改正点】

　◎集落の活動レベルに応じた段階的単価の設定

　◎マスタープラン作成の義務づけ

　・　マスタープランの作成（集落の将来像の明確化等）

　・　耕作放棄の発生防止（継続）

　・　水路、道路等の管理活動（継続）

　・　多面的機能増進活動（継続）

基礎活動（必須）

　・　担い手への農地利用集積

　・　利用権設定・作業委託による土地利用調整

　・　耕作放棄地の復旧

　・　特定農業法人等の設立

特別加算活動（選択）

【必須】

【選択】

　

一般加算活動（必須＋選択）

4,324ha 534ha5,249ha

１０，１０７ha（平成19年度見込）

１０a当たり単価

田　急傾斜：500～4,000円

畑　急傾斜：500～1,750円

　　　　　　　　　　　・・・等

特

別

加

算

１０a当たり単価

田　急傾斜：4,200円

畑　急傾斜：2,300円

　　　　　　　　　・・・等

一般加算

１０a当たり単価

田　急傾斜：16,800円

畑　急傾斜：　9,200円

　　　　　　　　　・・・等

基礎部分

　・　耕作放棄の発生防止

　・　水路・農道等の管理

　・　多面的機能の増進活動

第２期対策（Ｈ１７～２１）

１０a当たり単価

田　急傾斜：21,000円

畑　急傾斜：11,500円

　　　　　　　　　・・・等

　・　集落営農化に向けた活動

　・　担い手への農用地の集積に向けた活動

　・　生産性・収益向上に向けた活動

　・　担い手の育成に向けた活動

　・　多面的機能の発揮に向けた活動

又　は

　・　農地や法面、道・水路等の保全マップの作成と

　管理活動の実践

＋

必須活動

◆事業内容 
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２ 中間年評価の意義と根拠                                              
   中間年評価は、第２期対策から新たに取り入れられた制度であり、国の中山

間地域等直接支払交付金実施要領第１３並びに同実施要領の運用第１８に基

づき、市町村・県・国の各段階において、集落協定で規定した農業生産活動等

として取り組むべき事項の実施状況等について行い、制度全体の見直し及び最

終評価の円滑な実施に活用することを目的として実施するものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【中山間地域等直接支払交付金実施要領】（抜粋） 
 第 13 交付金交付の評価 
   １ 交付金の評価は、中間年評価及び最終評価とする。 
   ２ 市町村長は集落等の取組状況を評価し、その結果を都道府県知事に報告する

ものとする。 
   ３ 都道府県知事は市町村長からの報告内容を、中立的な第三者機関において検

討し、評価するとともに、その結果を地方農政局長（北海道にあっては直接、

沖縄県にあっては沖縄総合事務局長）を経由して農村振興局長に報告するこ

と。 
   ４ 農村振興局長は都道府県知事の報告を受け、中立的な第三者機関において交

付金に係る効果等を検討し、評価するとともに、中山間地域農業をめぐる諸事

情の変化、協定による目的達成に向けての取組を反映した農用地の維持・管理

の全体的な実施状況等を踏まえ、５年後に制度全体の見直しを行う。ただし、

必要があれば３年後に所要の見直しを行う。 
 
【中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用】（抜粋） 
第 18 交付金交付の評価 
   １ 実施要領第 13の１の「交付金の評価」は、以下のとおり実施する。 
   （１）中間年評価は、市町村が行う平成 19年度の実施状況の確認に併せて行い、

平成 20年６月末までに実施する。 
   ２ 評価は、集落協定で規定した農業生産活動等として取り組むべき事項、集落

マスタープランに定めた取り組むべき事項等の達成状況及び自律的かつ継続

的な農業生産活動等の進捗状況等について行う。 
   ３ 市町村は、中間年評価において、集落協定又は個別協定で規定した取組が不

十分な協定に対しては、取組の改善に向けた適切な指導・助言を行うものとし、

改善が見込めない協定にあっては、第９の１の（３）、（４）、（６）及び（７）

の措置を講ずるものとする。 
 
【第９の１の（３）、（４）、（６）、（７）の内容】 

区分 状     況 措 置 

1の(3) 
集落マスタープランに定めた取組が適切に実施されず

かつ、市町村長が当該取組について、改善が見込まれな

いと判断した場合 
交付停止 

1の(4) 

中間年評価の結果、集落協定にあっては「農業生産活動

等の体制整備として取り組むべき事項」が、個別協定に

あっては「農用地の利用権の設定等として取り組むべき

事項」が適切に実行されず、かつ、市町村長が平成 21
年度までに実施されることが困難と判断した場合 

交付金額に

0.2 を乗じ
た額を遡及

返還 

1の(6) 
土地利用調整加算について、協定に位置付けられた目標

が、中間年評価の結果、目標の達成が見込めない場合 

1の(7) 法人設立加算について、協定に位置付けられた目標が、
中間年評価の結果、目標の達成が見込めない場合 

加算額を遡

及返還 
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Ⅱ 評価の概要・集落等の取組状況                                       
   
１ 評価の概要                              
(1) 評価の手順 

  実施要領等には定められていないが、市町村段階の評価に先立ち、集落協

定の代表者等による協定の自己評価を行うこととした。 

  次に、協定の自己評価を受けて、市町村は、毎年秋に行っている事業の実

施状況の確認に併せて、中間年評価に係る項目の確認を行うこととしたが、

全ての市町村において共通認識のもと、隔たりなく中間年評価が実施できる

よう、「中山間地域農業直接支払事業の中間年評価に係る集落協定点検票」

を作成するとともに、県と市町村が連携して１市町村当たり１集落協定以上

について協働確認を行い、中間年評価の円滑な実施を推進した。 

 

 市町村数 集落協定数 

協働確認数 ７６ １４０ 

 

また、本県の中間年評価において事業の成果と課題を整理するに当たり、

市町村による協定の客観的評価を補完するため、市町村及び集落協定の代表

者に対してアンケート調査を実施することとした。 

 

    (2) 協定の自己評価 
   ① 評価の主体 

     集落協定の代表者等 

   ② 目的 

    ア 自己点検による協定の見直し・改善 

    イ 集落の将来像の実現に向けた取組の強化に必要な内容の把握  

   ③ 評価の対象 

    必須項目 

    ア 集落マスタープランに定めた取り組むべき事項の達成状況 

    イ 農業生産活動等として取り組むべき事項等の実施状況 

    選択項目 

    ウ 自律的かつ継続的な農業生産活動等の進捗状況 

    エ 加算措置の進捗状況 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 自己点検により、現在の取組状況を整理し、集落マスタープランに定
める集落の目指す将来像や第２期対策の達成目標に対して、今どの段

階まできているのかを把握する。 
 これにより、このまま続けてよいこと、修正すべきことが明確になり、
今後自分たちの集落が何をすべきかを集落で話し合う一助とする。 

自己評価の狙い 
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    (3) 市町村評価 
    市町村は、集落協定等の自己評価の結果を踏まえて、全ての集落協定等を

対象に、国が示した「市町村の判断基準ガイドライン」（平成19年９月20

日付け19農振第1099号農村振興局整備部地域整備課長通知）に基づき、集

落協定等の現状を客観的に評価するとともに、必要に応じて指導・助言を行

った。 

なお、評価の結果、取組の改善が見込まれないと判断した場合には、交付

金の停止や返還の措置を講じることとなる。 

    さらに、集落協定等の客観的評価の結果やアンケート結果等を踏まえ、事

業の成果と課題を整理し、市町村中間年評価書に取りまとめ県に報告した。 

 

   ① 評価の主体 
     市町村 

   ② 目的 

    ア 取組に課題のある集落協定等を明確にし、必要な指導・助言の実施 

    イ 制度の成果と課題の明確化 

   ③ 評価の方法 

    ア 集落協定等の評価 

      自己評価の結果を踏まえ、取組ごとに「優良（◎）」、「適当（○）」、

「要指導・助言（△）」、「返還等（×）」の４区分により客観的に評

価するとともに、協定全体に対する評価を実施する。 

イ 事業の成果と課題 

      市町村が確認した３年間の集落協定等の状況や協定の客観的評価等に

基づき、事業の成果と課題を整理する。 

 

(4) 県評価 
   市町村から報告のあった市町村中間年評価書並びに市町村及び集落協定の

代表者に対して行ったアンケート調査を踏まえて中間年評価を実施する。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取り組むべき事項 主な内容 評価

集落ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝの実践 ５年間の具体的活動計画の実践 

耕作放棄の防止等の活動 

水路・農道等の管理活動 

農業生産活動等とし

て取り組むべき事項

の実施状況 多面的機能を増進する活動 

農用地等保全マップの作成・実践

Ａ要件 

自律的かつ継続的な

農業生産活動等の進

捗状況 Ｂ要件 

加算措置の進捗状況 
規模拡大、土地利用調整、耕作放

棄地の復旧、法人設立 

取 

組 

毎 

に 

◎ 

・ 

○ 

・ 

△ 

・ 

× 

で 

評 

価 

 

 

 

 

取組毎の客観的

評価の数により

協定の総合評価

を実施（◎・○・

△・×） 

① 協定の取組ごとの評価 ② 協定の総合評価 

※協定の評価の手順 

※ 
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中間年評価の全体像 

　

　県全体の中間年評価の実施【１月～３月】６

○集落協定等の評価

○制度の成果と課題

＋

評
価
の
構
成県

　
段
　
階

【市町村評価書】 【市町村評価書】

【市町村評価書】 【市町村評価書】

市町村評価書の取りまとめ

【県評価書】

制度の成果と課題の整理

アンケート結果の分析

実施状況データの活用

協働確認時の生の声の反映

　中間年評価の結果を国へ報告【３月】８
☆課題の明確化と改善の方向性を検討
☆最終年評価の円滑な実施

　長野県中山間地域農業直接支払事業検討委員会による検討・評価【３月17日】

◇制度としての成果を取りまと
　め、課題を明確化
◇制度の改善・見直しの方向性
　を検討

７

○活動状況の整理（←７月に啓発用のパンフレットを配布
　して周知）

○「集落（個別）協定の自己評価票」により自己評価を行
　い、現状を認識することにより、取組の改善・強化等に
　活用する。評価票を市町村に提出

　自己評価の実施（集落等）【９月】1

○９月末までに行う実施状況の確認に併せて、中間年評価
　に必要な活動状況を確認

○集落協定点検票により項目毎に実施状況、達成率等を確認

　活動状況の把握（市町村）【９月末まで】

○H19年度までの実施状況及びH21年度までの実施見込
　みを客観的に評価
　　数値目標があるもの→定量評価（５割までの進捗）
　　数値目標以外の目標→実施の有無で評価

○市町村の判断基準ガイドライン等に基づき評価を実施
　し、「集落（個別）協定の市町村評価票」に取りまと
　める。（「優良」、「適当」、「要指導助言」、「返
　還措置等」の４段階評価）

　集落等単位の評価の実施（市町村）【10月～12月】

○指導・助言
○返還・交付停止の措置

フィードバック
２

３

協働確認等による助言（県）

　

　市町村全体の中間年評価の実施（市町村）【10月～12月】

○集落協定等の評価

○制度の成果と課題

＋

評
価
の
構
成

○制度の効果、前制度との比較、協定締結に
　至るまでの経過等についてアンケートを実施

○12月までに市町村に提出

４

アンケートの実施（集落）

市
　
町
　
村
　
段
　
階

　中間年評価の結果を県へ報告（市町村）【12月】５

【市町村評価書】

・集落等単位の評価の取りまとめ

①耕作放棄の発生防止
②地域・集落の活性化
③多面的機能の維持
④その他の効果

○制度の効果、制度の内
　容についてのアンケー
　トに回答し、集落分と
　ともに県へ報告(12月)

アンケートへの回答

１　H19年度までの実施状況
　→目標の５割を目安に達成
　　 状況を３段階で評価
２　H21年度までの実施見込
　→目標の達成見込を３段階
　　 で評価

◇制度としての成果を取りまと
　め、課題を明確化
◇制度の改善・見直しの方向性
　を検討

アンケート結果の活用

取りまとめ
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２ 第２期対策の実施状況の推移                                          

 (1)実施市町村数 

   実施市町村数は、７６市町村で変更ない。 

年 度 市町村数 実施市町村数 

Ｈ１７(a) ８１ ７６

Ｈ１８    ８１ ７６

Ｈ１９(b) ８１ ７６

増減(b-a) ０ ０

   （未実施市町村：川上村、軽井沢町、王滝村、朝日村、小布施町） 

 

 (2)協定数 

   集落協定と個別協定を合計した協定数は、平成17年度に比較して１０協定

増加している。 

   なお、平成１８年度以降新たに締結された集落協定は１２協定であるが、

３協定を１協定に統合した集落協定があるため、統計上は１０協定の増加と

なっている。（１２協定－２協定＝１０協定） 

 

 
年 度 

 基礎活動 一般加算活動 特別加算活動

Ｈ１７(a) 
（１９）

１，２６５

（３）

８７８

（１６） 

３７０ 

（０）

１７

Ｈ１８   
（１９）

１，２６９

（３）

８５９

（１６） 

３８４ 

（０）

２６

Ｈ１９(b) 
（１９）

１，２７５

（３）

８６１

（１６） 

３８４ 

（０）

３０

増減(b-a) 
（０）

１０

（０）

△１７

（０） 

１４ 

（０）

１３

   注：（ ）内は個別協定で内数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3)面積 

基礎活動
3協定(15.8%)

一般加算活動
16協定(84.2%)

基礎活動
858協定(68.3%)

特別加算活動
30協定(2.4%)

一般加算活動
368協定(29.3%)

集落協定
1256協定
(98.5%)

個別協定
19協定(1.5%)

活動別の協定数（平成 19 年度） 

7

協定数
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   協定農用地面積は、平成１７年度に比較して８０ｈａ増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  基礎活動の面積は逓減、より積極的な活動である一般加算活動及び特別加算

活動の面積は逓増しており、堅実に活動のステップアップが図られている。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,027

10,068

10,107

10,000

10,020

10,040

10,060

10,080

10,100

10,120
（ha）

17 18 19 （年度）

4,504 4,328
4,324

5,170 5,236
5,249

353
504 534

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000
（ha）

基礎活動 一般加算活動 特別加算活動

平成17年度

平成18年度

平成19年度

新規協定（12 協定）及び協定面積の拡張 

活動のステップアップ 

協定農用地面積の推移 

活動別面積の推移 
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法人設立加算 規模拡大加算 

 

土地利用調整

加算 

耕作放棄地復

旧加算 特定農業法人 農業生産法人 

合 計 
 

協定数 面積 協定数 面積 協定数 面積 協定数 面積 協定数 面積 協定数 面積 

Ｈ１７(a) 4 29 2 57 4 40 1 35 6 192 17 353

Ｈ１８ 13 172 2 62 4 40 1 35 6 195 26 504

Ｈ１９(b) 16 196 3 67 4 40 1 35 6 195 30 534

増減(b-a) 12 167 1 10 0 0 0 0 0 3 13 181

 

 

年 度 田 畑 草 地 採草放牧地 合 計 

Ｈ１７(a) ９，１０９ ４３６ １ ４８１ １０，０２７

急傾斜 ８，２６４ ２４３ １ ４０８ ８，９１６ 

緩傾斜 
 

８４５ １９３ ０ ７３ 
 

１，１１１

Ｈ１８ ９，１４５ ４４１ １ ４８１ １０，０６８

急傾斜 ８，２９８ ２４１ １ ４０８ ８，９４８ 

緩傾斜 
 

８４７ ２００ ０ ７３ 
 

１，１２０

Ｈ１９(b) ９，１６４ ４６１ １ ４８１ １０，１０７

急傾斜 ８，３１８ ２４５ １ ４０８ ８，９７２ 

緩傾斜 
 

８４６ 
 

２１６ ０ ７３ 
 

１，１３５

増減(b-a) ５５ ２５ ０ ０ ８０

急傾斜 ５４ ２ ０ ０ ５６ 

緩傾斜 
 

１ ２３ ０ ０ 
 

２４

地目別交付面積の推移 

活動別の面積数（平成 19 年度） 

集落協定
9666ha(95.6%)

個別協定
441ha(4.4%)

特別加算活動
534ha(5.5%)

基礎活動
4312ha(44.6%)一般加算活動

4820ha(49.9%)

基礎活動
12ha(2.7%)

一般加算活動
429ha(97.3%)

特別加算面積の推移 
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(4)活動のステップアップの状況 

                           （単位：ｈａ） 

区 分 協定数 面 積 

新規協定 １２ ５０

一般加算活動へのステップアップ ２５ ２２９

特別加算活動へのステップアップ １４ １９４

 

  【参考】 

   一般加算活動に取り組もうとしたものの、目標達成の見込みが立たないため、

基礎活動に変更した集落協定が２協定（４ｈａ）存在する。（活動の下方修正） 

急傾斜
(88.8%)

緩傾斜
(11.2%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

傾斜別

地目別交付面積の割合（平成 19 年度）

傾斜別交付面積の割合（平成 19 年度）

田(90.7%)

畑(4.6%)

草地(0.01%)

採草放牧地
(4.7%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地目別
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(5)交付金額 

   交付金額は、平成１７年度に比較して２０，９９７千円増加しており、第２

期対策３年間で交付した交付金額は、５，０３７，９４３千円となる見込みで

ある。 

                                           （単位：千円） 

年 度 協定数 交付金額 

Ｈ１７(a) 
（１９）

１，２６５

（６，６６０） 

１，６６７，３８４ 

Ｈ１８   
（１９）

１，２６９

（６，６６０） 

１，６８２，１７８ 

Ｈ１９(b) 
（１９）

１，２７５

（６，７８５） 

１，６８８，３８１ 

増減(b-a) 
（０）

１０

（１２５） 

２０，９９７ 

   注：（ ）内は個別協定で内数・Ｈ１９は見込み 

 

 

Ⅲ 交付金交付の評価                             

 

１ 集落協定に係る評価                        

 平成１９年６月３０日現在で集落協定が締結されている１，２５６協定につ

いて活動項目別及び総合的に評価を行うこととする。 

 

活 動 項 目 区分 実施時期 備考

集落マスタープランに定めた取り組むべき事項 必須 毎年実施 

農業生産活動等として取り組むべき事項 

 ・耕作放棄の防止等の活動 

 ・水路・農道等の管理活動 

 ・多面的機能を増進する活動 

必須 毎年実施 

基 礎

活 動

自律的かつ継続的な農業生産活動等の体制整備

として取り組むべき事項 

 ・農用地等保全マップの実践 

 ・A要件又はB要件 

選択
平成21年度
までに実施 

一 般

加 算

活 動

加算活動 

・規模拡大加算 

毎年実施 

 

・土地利用調整加算 

・耕作放棄地復旧加算 

・法人設立加算 

選択
平成21年度
までに実施 

特 別

加 算

活 動

      注：備考欄に本県における呼称を記載 
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  (1)集落マスタープランに定めた取り組むべき事項の達成状況 

    集落マスタープランは、第２期対策から新たに作成が義務付けられた項目

で、集落の１０～１５年後の将来像を明確化したものである。第２期対策は、

集落の目指す将来像実現のための具体的な活動計画を定めた「集落の５年間

の活動工程表」により活動を行っている。 

 

   ①１９年度までの実施状況 

「集落の５年間の活動工程表」の定められた事項について確認したところ、

８８．１%の集落で確実に実施されていた。残りの１１．９%の集落では

一部の活動に遅れが見られたが着実に活動が実施されており、活動が実施

されていない集落はなかった。 

 

区     分 協定数 割合(%)

○ 定めた活動が確実に実施されている 1,107 88.1

△ 活動の一部に遅れがあるが着実に実施されている 149 11.9

× 実施されていない 0 0

 

②２１年度までの実施見込み 

９４．７%の集落協定で確実に実施される見込みであり、19年度までの

実施状況に比較して６．６ポイント増加している。活動が行われないことに

より集落の目指す将来像の実現が見込まれない集落協定はなかった。 

 

区     分 協定数 割合(%)

○ 定めた活動の実施が見込まれる 1,190 94.7

△ 定めた活動の実施に課題がある 66 5.3

× 実施される見込みがない 0 0

 

③評価 

６．５%の集落協定については、市町村からの指導・助言が必要であった

が、９３．５%の集落協定で目標の達成が見込まれており、そのうち１２７

集落協定（１０．１%）では目標以上の達成が見込まれる状況である。 

 

区     分 協定数 割合(%)

◎ 目標以上の達成が見込まれる【優良】 127 10.1

○ 目標の達成が見込まれる【適当】 1,048 83.4

△ 
市町村の指導・助言により目標の達成が見込まれる

【要指導・助言】 
81 6.5

× 目標の達成が困難と見込まれる【交付停止・返還】     0 0
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     【要指導・助言の内訳（複数回答）】          （対象：81集落協定） 

区     分 協定数 割合(%)

話し合い活動の充実 67 82.7

活動内容の再検討（活動項目） 41 50.6

共同取組活動の充実 21 25.9

市町村・ＪＡ等との連携強化 16 19.8

活動内容の再検討（達成目標） 8 9.9

非農家等多様な人材の参画推進 3 3.7

地域外者等との連携強化 1 1.2

近隣集落等との連携強化 1 1.2

活動内容の再検討（加算措置） 1 1.2

その他 19 23.5

 
  (2)農業生産活動等として取り組むべき事項（耕作放棄の防止等の活動）の実

施状況 

    耕作放棄の防止等の活動については、次の取組項目から１項目以上を選択

して取組を行うこととされている。 

    集落協定によっては、積極的に複数の取組項目を選択している集落協定も

あるが、その様な集落協定については最低1項目の活動を実施する必要がある。 

  

取 組 項 目 

① 賃借権設定・農作業の委託 ⑦ 限界的農地の林地化 

② 既耕作放棄地の復旧 ⑧ 簡易な基盤整備 

③ 既耕作放棄地の林地化 ⑨ 土地改良事業 

④ 既耕作放棄地の保全管理 ⑩ 自然災害を受けている農用地の復旧

⑤ 農地の法面管理 ⑪ 地目変換 

⑥ 鳥獣被害防止対策 ⑫ その他 

 

   ①１９年度までの実施状況 

   集落協定に定められた延べ２，９５５の取組項目について確認したところ、

８５．４%の取組が確実に実施されていた。また、９．９%の取組項目で一

部の活動に遅れが見られたが着実に活動が実施されていた。 

なお、４．７%は取組項目が実施されていなかったが、複数の取組項目を

選択している集落であり、１項目以上の取組項目を実施すればよいことから、

活動を１項目も実施していない集落協定はなかった。 

 

区     分 取組数 割合(%)

○ 定めた活動が確実に実施されている 2,522 85.4

△ 活動の一部に遅れがあるが着実に実施されている 294 9.9

× 実施されていない 139 4.7
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②２１年度までの実施見込み 

延べ２，９５５の取組項目のうち、９１．２%の取組項目が確実に実施さ

れる見込みであり、19年度までの実施状況に比較して５．９ポイント増加し

ている。 

なお、４．１%の取組項目が実施される見込みが立たないが、活動が全く

実施される見込みがない集落協定はなかった。 

 

区     分 取組数 割合(%)

○ 定めた活動の実施が見込まれる 2,695 91.2

△ 定めた活動の実施に課題がある 140 4.7

× 実施される見込みがない 120 4.1

 

③評価 

２．５%の集落協定については、市町村からの指導・助言が必要であった

が、９７．５%の集落協定で目標の達成が見込まれており、そのうち１６２

集落協定（１２．９%）では目標以上の達成が見込まれる状況である。 

 

区     分 協定数 割合(%)

◎ 目標以上の達成が見込まれる【優良】 162 12.9

○ 目標の達成が見込まれる【適当】 1,063 84.6

△ 
市町村の指導・助言により目標の達成が見込まれる

【要指導・助言】 
31 2.5

× 目標の達成が困難と見込まれる【交付停止・返還】     0 0

       

     【要指導・助言の内訳（複数回答）】          （対象：31集落協定） 

区     分 協定数 割合(%)

話し合い活動の充実 23 74.2

活動内容の再検討（活動項目） 13 41.9

市町村・ＪＡ等との連携強化 9 29.0

共同取組活動の充実 8 25.8

近隣集落等との連携強化 2 6.5

非農家等多様な人材の参画推進 1 3.2

地域外者等との連携強化 1 3.2

活動内容の再検討（達成目標） 1 3.2

組織的な営農活動の導入 1 3.2

その他 1 3.2
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(3)農業生産活動等として取り組むべき事項（水路・農道等の管理活動）の実施

状況 

  ①１９年度までの実施状況 

   集落協定に定められた延べ２，５３３の取組項目について確認したところ、

ほぼ全ての取組項目が確実に実施されていた。 

 

区     分 取組数 割合(%) 

○ 定めた活動が確実に実施されている 2,520 99.5

△ 活動の一部に遅れがあるが着実に実施されている 13 0.5

× 実施されていない 0 0

 

②21年度までの実施見込み 

定めた活動が確実に実施される見込みである。 

 

区     分 取組数 割合(%) 

○ 定めた活動の実施が見込まれる 2,532 99.9

△ 定めた活動の実施に課題がある 1 0.1

× 実施される見込みがない 0 0

 

③評価 

ほとんど（９９．８％）の集落協定で目標の達成が見込まれており、そのう

ち２５２集落協定（２０．１%）では目標以上の達成が見込まれる状況である。 

 

区     分 協定数 割合(%)

◎ 目標以上の達成が見込まれる【優良】 252 20.1

○ 目標の達成が見込まれる【適当】 1,001 79.7

△ 
市町村の指導・助言により目標の達成が見込まれる

【要指導・助言】 
3 0.2

× 目標の達成が困難と見込まれる【交付停止・返還】     0 0

 

【要指導・助言の内訳（複数回答）】           （対象：3集落協定） 

区     分 協定数 割合(%)

話し合い活動の充実 3 100

共同取組活動の充実 3 100

 

(4)農業生産活動等として取り組むべき事項（多面的機能を増進する活動）の実

施状況 

多面的機能を増進する活動については、次の取組項目から１項目以上を選択

して取組を行うこととされている。 

   集落協定によっては、積極的に複数の取組項目を選択している集落協定もあ

るが、その様な集落協定については最低1項目の活動を実施する必要がある。 
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  ①１９年度までの実施状況 

集落協定に定められた延べ１，９８６の取組項目について確認したところ、

８７．５%の取組項目が確実に実施されていた。また、８．６%の取組項目で

一部の活動に遅れが見られたが着実に活動が実施されていた。 

なお、３．９%は取組項目が実施されていなかったが、複数の取組項目を選

択している集落協定であり、１項目以上の取組項目を実施すればよいことから、

活動を1項目も実施していない集落協定はなかった。 

 

区     分 取組数 割合(%)

○ 定めた活動が確実に実施されている 1,738 87.5

△ 活動の一部に遅れがあるが着実に実施されている 170 8.6

× 実施されていない 78 3.9

 

②２１年度までの実施見込み 

延べ１，９８６の取組項目のうち、９３．２%の取組項目が確実に実施され

る見込みであり、１９年度までの実施状況に比較して５．７ポイント増加して

いる。 

なお、３．０%の取組項目が実施される見込みが立たないが、これは集落

協定が意欲を持って1項目以上の取組項目を選択した結果であり、活動が1項

目も実施される見込みがない集落協定はなかった。 

 

区     分 取組数 割合(%)

○ 定めた活動の実施が見込まれる 1,851 93.2

△ 定めた活動の実施に課題がある 75 3.8

× 実施される見込みがない 60 3.0

 

③評価 

２．２%の集落協定については、市町村からの指導・助言が必要であったが、

９７．８%の集落協定で目標の達成が見込まれており、そのうち１５４集落協

定（１２．３%）では目標以上の達成が見込まれる状況である。 

 

 

取 組 項 目 

① 周辺林地の下草刈 ⑨ 粗放的畜産 

② 土壌流亡に配慮した営農 ⑩ 堆きゅう肥の施肥 

③ 棚田オーナー制度 ⑪ 拮抗作物の利用 

④ 市民農園等の開設・運営 ⑫ 合鴨・鯉の利用 

⑤ 体験民宿（グリーンツーリズム） ⑬ 輪作の徹底 

⑥ 景観作物の作付け ⑭ 緑肥作物の作付け 

⑦ 魚類・昆虫類の保護 ⑮ その他活動 

⑧ 鳥類の餌場の確保  
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区     分 協定数 割合(%)

◎ 目標以上の達成が見込まれる【優良】 154 12.3

○ 目標の達成が見込まれる【適当】 1,074 85.5

△ 
市町村の指導・助言により目標の達成が見込まれる

【要指導・助言】 
28 2.2

× 目標の達成が困難と見込まれる【交付停止・返還】     0 0

       

     【要指導・助言の内訳（複数回答）】          （対象：28集落協定） 

区     分 協定数 割合(%)

話し合い活動の充実 17 60.7

共同取組活動の充実 14 50.0

活動内容の再検討（活動項目） 12 42.9

市町村・ＪＡ等との連携強化 7 25.0

近隣集落等との連携強化 2 7.1

非農家等多様な人材の参画推進 1 3.6

組織的な営農活動の導入 1 3.6

その他 1 3.6

 

(5)自律的かつ継続的な農業生産活動等（農用地等保全マップの実践）の進捗状

況 

   農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項については、３９７協定

（３１．６％）で実施している。 

 

取り組むべき事項のうち農用地等保全マップの実践については、次の取組内

容から１項目以上を選択して取組を行うこととされている。 

  

取 組 内 容 

① 農地法面、水路・農道等補修・改良 

② 鳥獣害防止対策 

③ 既耕作放棄地復旧又は林地化 

 

  ①１９年度までの実施状況 

集落協定に定められた延べ５０７の取組項目について確認したところ、８７．

６%の取組項目で平成２１年度までに達成すべき農用地等保全マップの実践活

動の５割以上を達成していた。 

 

区     分 取組数 割合(%)

○ 通知基準の５割以上を達成している 444 87.6

△ 通知基準の５割を達成していない 63 12.4

× 実施されていない 0 0



 

 18

 

②２１年度までの実施見込み 

９７．２%の取組項目で通知基準が達成される見込みである。２．８%の取

組項目で通知基準の達成に課題が残るが、通知基準の達成が難しい取組項目は

なかった。 

 

区     分 取組数 割合(%)

○ 通知基準の達成が見込まれる 493 97.2

△ 通知基準の達成に課題がある 14 2.8

× 通知基準の達成が困難 0 0

 

③評価 

３．０%の集落協定については、市町村からの指導・助言が必要であったが、

９７．０%の集落協定で通知基準の達成が見込まれており、そのうち５０集落

協定（１２．６%）では通知基準以上の達成が見込まれる状況である。 

 

区     分 協定数 割合(%)

◎ 目標以上の達成が見込まれる【優良】 50 12.6

○ 目標の達成が見込まれる【適当】 335 84.4

△ 
市町村の指導・助言により目標の達成が見込まれる

【要指導・助言】 
12 3.0

× 目標の達成が困難と見込まれる【返還】     0 0

       

     【要指導・助言の内訳（複数回答）】         （対象：12集落協定） 

区     分 協定数 割合(%)

話し合い活動の充実 10 83.3

活動内容の再検討（達成目標） 4 33.3

市町村・ＪＡ等との連携強化 3 25.0

活動内容の再検討（活動項目） 2 16.7

共同取組活動の充実 1 8.3

その他 1 8.3

 

(6)自律的かつ継続的な農業生産活動等（選択的必須要件：Ａ要件）の進捗状況 

農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項については、選択要件と

なっており、選択の条件は次のとおりとなっている。 

Ａ

要

件

① 生産性・収益向上に向けた活動 
② 担い手の育成に向けた活動 
③ 多面的機能の発揮に向けた活動 
→①から③の要件のうち２つ以上を選択 Ａ要件又はＢ要件 

から１つを選択 Ｂ

要

件

① 集落営農化に向けた活動 
② 担い手への農用地の集積に向けた活動 
→①又は②の要件から１つを選択 
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実施要領上必須とされている取組数以上を選択して積極的に取り組んでいる

集落協定もあるが、その様な集落協定については平成２１年度までに上記の要

件を満たす活動を実施する必要がある。 

  

  ①１９年度までの実施状況 

   ３９７協定のうち３７７協定で選択している。 

集落協定に定められた延べ９０６の取組項目について確認したところ、７２．

８%の取組項目で平成２１年度までに達成すべき通知基準の５割以上を達成し

ていた。 

 

要件 区     分 取組数 割合(%)

○ 通知基準の５割以上を達成している 212 72.9

△ 通知基準の５割を達成していない 66 22.7

生 産性

収益向

上 × 実施されていない 13 4.4

○ 通知基準の５割以上を達成している 204 62.0

△ 通知基準の５割を達成していない 103 31.3
担 い手

育成 
× 実施されていない 22 6.7

○ 通知基準の５割以上を達成している 244 85.3

△ 通知基準の５割を達成していない 33 11.5

多 面的

機能の

発揮 × 実施されていない 9 3.2

○ 通知基準の５割以上を達成している 660 72.8

△ 通知基準の５割を達成していない 202 22.3合 計 

× 実施されていない 44 4.9

 

②２１年度までの実施見込み 

９２．０%の取組項目で通知基準が達成される見込みであるが、６．６%

の取組項目で通知基準の達成に課題が残る見込みである。通知基準の達成が

困難な取組項目は１３で、平成１９年度現在で実施されていない取組項目数

４４に比較して大幅に減少している。 

なお、実施されていない取組項目については、集落協定が意欲を持って通

知基準以上の取組項目を選択した結果であり、通知基準が実施される見込み

がない集落協定はなかった。 

 

 

要件 区     分 取組数 割合(%)

○ 通知基準の達成が見込まれる 272 93.5

△ 通知基準の達成に課題がある 17 5.8

生 産性

収益向

上 × 通知基準の達成が困難 2 0.7

○ 通知基準の達成が見込まれる 289 87.9

△ 通知基準の達成に課題がある 31 9.4
担 い手

育成 
× 通知基準の達成が困難 9 2.7
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○ 通知基準の達成が見込まれる 272 95.1

△ 通知基準の達成に課題がある 12 4.2

多 面的

機能の

発揮 × 通知基準の達成が困難 2 0.7

○ 通知基準の達成が見込まれる 833 92.0

△ 通知基準の達成に課題がある 60 6.6合 計 

× 通知基準の達成が困難 13 1.4

 
③評価 

８．０%の集落協定については、市町村からの指導・助言が必要であったが、

９２．０%の集落協定で通知基準の達成が見込まれており、そのうち５９集落

協定（１５．６%）では通知基準以上の達成が見込まれる状況である。 

 

区     分 協定数 割合(%)

◎ 目標以上の達成が見込まれる【優良】 59 15.6

○ 目標の達成が見込まれる【適当】 288 76.4

△ 
市町村の指導・助言により目標の達成が見込まれる

【要指導・助言】 
30 8.0

× 目標の達成が困難と見込まれる【返還】     0 0

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     【要指導・助言の内訳（複数回答）】          （対象：30集落協定） 

区     分 協定数 割合(%) 

話し合い活動の充実 26 86.7

活動内容の再検討（活動項目） 11 36.7

市町村・ＪＡ等との連携強化 8 26.7

共同取組活動の充実 8 26.7

非農家等多様な人材の参画推進 4 13.3

地域外者等との連携強化 1 3.3

近隣集落等との連携強化 1 3.3

活動内容の再検討（達成目標） 1 3.3

 

 

要 件 取組数

生産性収益向上 2

担い手育成 9

多面的機能の発揮 2

合 計 13

 

通知基準の達成が困難な取組の状況 

２項目の達成が困難な集落協定が３協

定あるため、対象協定数は１０集落協定

他の項目において目標の達成が見込め

るため評価は全て「○」となっている 
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(7)自律的かつ継続的な農業生産活動等（選択的必須要件：Ｂ要件）の進捗状況 

  ①１９年度までの実施状況 

   ３９７協定のうち２７協定で選択している。 

集落協定に定められた延べ２８の取組項目について確認したところ、６７．

９%の取組項目で平成２１年度までに達成すべき通知基準の５割以上を達成

していた。 

 

要件 区     分 取組数 割合(%)

○ 通知基準の５割以上を達成している ４ 50.0

△ 通知基準の５割を達成していない ２ 25.0
営 農組

織育成 
× 実施されていない ２ 25.0

○ 通知基準の５割以上を達成している 15 75.0

△ 通知基準の５割を達成していない 5 25.0

担 い手

へ集積

化 × 実施されていない 0 0

○ 通知基準の５割以上を達成している 19 67.9

△ 通知基準の５割を達成していない 7 25.0合 計 

× 実施されていない 2 7.1

 

②２１年度までの実施見込み 

８５．８%の取組で通知基準が達成される見込みであるが、７．１%の取組

項目で通知基準の達成に課題が残る見込みである。 

なお、通知基準の達成が困難な取組が２存在したが、Ａ要件も併せて選択し

ており、Ａ要件により目標達成が見込まれるものである。 

 

要件 区     分 取組数 割合(%)

○ 通知基準の達成が見込まれる ４ 50.0

△ 通知基準の達成に課題がある ２ 25.0
営 農組

織育成 
× 通知基準の達成が困難 ２ 25.0

○ 通知基準の達成が見込まれる 20 100

△ 通知基準の達成に課題がある 0 0

担 い手

へ集積

化 × 通知基準の達成が困難 0 0

○ 通知基準の達成が見込まれる 24 85.8

△ 通知基準の達成に課題がある 2 7.1合 計 

× 通知基準の達成が困難 2 7.1

 

③評価 

２集落協定については、市町村からの指導・助言が必要であったが、８５．

２%の集落協定で通知基準の達成が見込まれており、そのうち４集落協定（１

４．８%）では通知基準以上の達成が見込まれる状況である。 

なお、目標の達成が困難と見込まれる２集落協定については、Ａ要件も併せ

て選択しており、Ａ要件により目標達成が見込まれるものである。 
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区     分 協定数 割合(%)

◎ 目標以上の達成が見込まれる【優良】 4 14.8

○ 目標の達成が見込まれる【適当】 19 70.4

△ 
市町村の指導・助言により目標の達成が見込まれる

【要指導・助言】 
２ 7.4

× 目標の達成が困難と見込まれる     ２ 7.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     【要指導・助言の内訳（選択回答）】          （対象：2集落協定） 

区     分 協定数 割合(%)

活動内容の再検討（活動項目） 2 100

話し合い活動の充実 1 50.0

 

(8)加算措置の進捗状況 

   加算措置については、３０集落協定（２．４％）で実施している。 

 

  ①１９年度までの実施状況 

    ３０集落協定で取り組んでいる取組項目について確認したところ、９０．

０%の取組項目で、規模拡大加算においては利用権の設定等が確実に実施され

ており、また、他の取組項目においては、平成２１年度までに達成すべき通知

基準の５割以上を達成していた。 

 

要件 区     分 取組数 割合(%)

○ 確実に実施されている 16 100規 模拡

大加算 × 実施されていない ０ ０

○ 通知基準の５割以上を達成している 1 33.3

△ 通知基準の５割を達成していない 2 66.7

土 地利

用調整

加算 × 実施されていない 0 0

○ 通知基準の５割以上を達成している 4 100耕 作放

棄地復 △ 通知基準の５割を達成していない 0 0

体制整備単価の取組状況 

Ａ要件 

 

377協定

Ｂ要件 

 

27協定
7協定

Ｂ要件の達成が困難な２集落については、Ａ要件も併せて

選択しており、Ａ要件により目標達成が可能 

対象：397協定
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旧加算 × 実施されていない 0 0

○ 確実に実施されている 6 85.7

△ 遅れが見られるが着実に実施されている 0 0
法 人設

立加算 
× 実施されていない 1 14.3

○ 確実実施又は通知基準の５割以上を達成している 27 90.0

△ 通知基準の５割を達成していない 2 6.7合 計 

× 実施されていない 1 3.3

 

②２１年度までの実施見込み 

５３．３%の取組で通知基準が達成される見込みである。規模拡大加算に係

る取組項目で通知基準の達成に課題が残るが、通知基準の達成が困難な取組は

ない。 

 

要件 区     分 取組数 割合(%)

○ 着実な実施が見込まれる ３ １8.8

△ 着実な実施に課題がある 13 81.2
規 模拡

大加算 
× 利用権の設定等の解除が見込まれる 0 0

○ 通知基準の達成が見込まれる 3 100

△ 通知基準の達成に課題がある 0 0

土 地利

用調整

加算 × 通知基準の達成が困難 0 0

○ 通知基準の達成が見込まれる 4 100

△ 通知基準の達成に課題がある 0 0

耕 作放

棄地復

旧加算 × 通知基準の達成が困難 0 0

○ 通知基準の達成が見込まれる 6 85.7

△ 通知基準の達成に課題がある 1 14.3
法 人設

立加算 
× 通知基準の達成が困難 0 0

○ 着実な実施又は通知基準の達成が見込まれる 16 53.3

△ 通知基準の達成に課題がある 14 46.7合 計 

× 通知基準の達成が困難 0 0

 

③評価 

４６．７%の集落協定については、市町村からの指導・助言により目標の達

成が見込まれる。また、５３．３%の集落協定では、現状のままで通知基準の

達成が見込まれている。 

 

区     分 協定数 割合(%)

○ 目標の達成が見込まれる【適当】 16 53.3

△ 
市町村の指導・助言により目標の達成が見込まれる

【要指導・助言】 
14 46.7

× 目標の達成が困難と見込まれる【返還】     0 0
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     【要指導・助言の内訳（複数回答）】          （対象：14集落協定） 

区     分 協定数 割合(%)

話し合い活動の充実 14 100

市町村・ＪＡ等との連携強化 13 92.9

その他 1 7.1

 

(9)総合評価 

９６．５％の取組項目で通知基準の達成が見込まれており、そのうち１３．

８%では通知基準以上の達成が見込まれる状況である。残りの３．４%の取組項

目については、市町村からの指導・助言により目標が達成される見込みである。 

また、目標の達成が困難と見込まれる取組項目が２存在するが、３の(7)の③

のとおり複数の取組を選択しているため、別の取組項目で目標達成ができる見

込みである。 

                                                        （協定数） 

取り組むべき事項 主な内容 

◎ 

優良 

 

○ 

適当

 

△ 

要指導

助言 

× 

返還等 

 

合計 

集落ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝの実践 3(1) ５年間の具体的活動計画の実践 127 1048 81 0 1256

3(2) 耕作放棄の防止等の活動 162 1063 31 0 1256

3(3) 水路・農道等の管理活動 252 1001 3 0 1256

農業生産活動等と

して取り組むべき

事項の実施状況 3(4) 多面的機能を増進する活動 154 1074 28 0 1256

3(5) 農用地等保全マップの実践 50 335 12 0 397

3(6) Ａ要件 59 288 30 0 377

自律的かつ継続的

な農業生産活動等

の進捗状況 3(7) Ｂ要件 4 19 2 2 27

加算措置の進捗状

況 
3(8) 

規模拡大、土地利用調整、耕作放

棄地の復旧、法人設立 
- 16 14 0 30

割 合（％） 13.8 82.7 3.4 0.1 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各取組項目について、市町村が目標達成に向けて必要な指導・助言を行った

集落協定は、１５５集落協定で全体の１２．３%となった。話し合い活動の充

0% 20% 40% 60% 80% 100%

集落マスタープランの実践

耕作放棄の防止等の活動

水路・農道等の管理活動

多面的機能を増進する活動

農用地等保全マップ

体制整備の取組（Ａ要件）

体制整備の取組（Ｂ要件）

加算措置

◎優良 ○適当 △要指導・助言 ×返還等
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実や共同取組活動の充実等に関する指導・助言を行うことにより全ての集落協

定の目標が達成される見込みである。 

また、実施要領上必須とされている取組数以上を選択している集落協定に対

しては、実施が困難な取組がある場合は、集落協定を変更する等の活動内容の

再検討を指導・助言している事例も見られた。 

なお、市町村から指導・助言を受けた取組項目数は、1項目又は2項目の指

導・助言を受けた集落協定の割合が９７．４%となり、活動が著しく遅れてい

る集落協定はほとんどなかった。 

 

     【要指導・助言の内訳（複数回答）】         （対象：155集落協定） 

区     分 集落数 割合(%)

話し合い活動の充実 121 78.1

活動内容の再検討（活動項目） 71 45.8

共同取組活動の充実 47 30.3

市町村・ＪＡ等との連携強化 43 27.7

活動内容の再検討（達成目標） 13 8.4

非農家等多様な人材の参画推進 7 4.5

近隣集落等との連携強化 5 3.2

地域外者等との連携強化 3 1.9

組織的な営農活動の導入 2 1.3

その他 22 14.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

2

3

5

7

13

43

47

71

121

0 20 40 60 80 100 120 140

（協定数）

話し合い活動の充実

活動内容の再検討（活動項目）

共同取組活動の充実

市町村・ＪＡ等との連携強化
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   集落協定の活動状況を加点法により総合評価した状況は下記のとおりであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   「優」の集落協定が２６．２%、「良」の集落協定が６７．２%となり合計

で９３．４%を占めており、本事業により各集落協定の取組が適切かつ順調に

実施されていると認められる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

優 ：３（１）～３（８）に「◎」又
は「○」が６以上かつ「×」が

ない場合 
 
良 ：３（１）～３（８）に「◎」又

は「○」が４以上かつ３（１）

～３（４）に「×」がない場合

 
可 ：３（１）～３（４）に「×」が

ない場合 
 
不可：３（１）～３（４）に「×」が

ある場合 
 

指導・助言を行った集落協定の指導項目数 

4項目
1協定
（0.6%）

3項目
3協定
（1.9%）

2項目
37協定
（24.0%）

1項目
114協定
（73.4%）

優,：329協定
（26.2%）

可：83協定
（6.6%）

良：844協定
（67.2%）

総合評価の内訳 


